
桑名市まち・ひと・しごと創生総合戦略の
方向性について

平成27年5月29日
事務局 市長公室政策経営課

第１回 桑名市地方創生会議 資 料



まち・ひと・しごと創生について

まち 国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域の形成

ひと 地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保

しごと 地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

まち・ひと・しごと創生
上記「まち」「ひと」「しごと」を一体的に推進すること

１ 「まち・ひと・しごと」とは

目的 人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの
地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、まち・

ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。

第10条 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略※ (努力義務) ※以下「地方版総合戦略」という。

同じように、国は、まち・ひと・しごと総合戦略の策定、都道府県は策定努力義務が記されている。

２ まち・ひと・しごと創生法 (H26.11.28公布・施行)
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※構成については参考資料２

●地域の人口動向や地域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する今後の目標や施策の方向、具体的な
施策をまとめたもの。
●対象期間は、平成２７年度から５年間の計画。

(早期の策定が望ましく、平成28年度当初予算計上時期である10月頃までの策定を目指す。)
●総合戦略に位置づけられる施策については交付金が配当される。
●市町村の総合戦略は、国の総合戦略に加えて都道府県の総合戦略も勘案の上、策定する必要がある。

２ 地方版総合戦略とは

※構成については参考資料１‐１

●各地方公共団体における人口の現状を分析し、人口に関する地域の認識を共有することで、今後の目指す
べき将来の方向と人口の将来展望を提示するもの。

●地方版総合戦略においての効果的な施策を企画立案する上での重要な基礎となるもの。

●市町村の地方人口ビジョンは、国、都道府県の地方人口ビジョンを勘案の上、策定する必要がある。

１ 地方人口ビジョンとは

国や県が策定する「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案して、人口動向を分析し、将来展望を示す「地方人口ビジョン」と、

それを基に今後５か年の目標、施策等を提示する「地方版総合戦略」を策定する。

地方版総合戦略・地方人口ビジョンについて
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国の総合戦略について
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国の長期ビジョン 国の総合戦略 全国の総合戦略の傾向・特徴

国の総合戦略は、さまざまな分野の政策が

実施できるような構成になっているため、県

や市町村の総合戦略においても、幅広い分

野を包括する構成とする傾向にある。

❶幅広い分野を包括

1,765の地方自治体が、国の総合戦略を勘

案し短期間・同時期に、戦略策定を行なうた

め、同じような戦略が策定されてくると想定

される。

❷同じような戦略

全国の総合戦略の傾向・特徴について
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●桑名市のまちづくりの方向性を示す最上位計画

・市の福祉や都市計画、環境といったすべての分野計画の
基本となる計画。

桑 名 市 総 合 戦 略

・人口減少の克服、地方創生につながる内容を備えた計画や事業

・「しごと」と「ひと」の好循環により、「まち」に活力をとりもどす計画や事業

く 桑 名 市 総 合 計 画

桑 名 市 人 口 ビ ジ ョ ン

総 合 戦 略総 合 戦 略

人 口 ビ ジ ョ ン長 期 ビ ジ ョ ン

●桑名市総合計画は、桑名のまちづくりの方向性を示し、行政サービスや地域の活性化などあらゆる事業は、総合計画に

沿って実施される。その中で、人口減少や地方創生につながる計画や事業などを地方版総合戦略に盛り込んでいく。

勘 案
勘 案

国 県

桑名市の「総合戦略」と「総合計画」の関連について

桑名市の総合戦略はどのような総合戦略にしていくか？ ５



桑名市まち・ひと・しごと創生総合戦略の方向性について

●桑名の「住みやすさ」を足元から見直し、日々の生活や活動・労働をしていく上で快適なまち、
つまり「暮らしたい」まちに選ばれる桑名市にしていく。

・市が持つ魅力や価値、本物を見つけ出し、磨き上げ、大きくし、桑名をより魅力あふれるまちにしていく。

長期的に続けることで効果が緩やかに表れる政策

●人口減少の問題は日本国内の地域の問題であるため、定住人口や地域間移動等の
地域間で人を取り合うという考えではなく、海外に目を向け、海外からの誘客に目を向ける。

【桑名市の可能性や伸びしろ】
・外国人観光客を誘致することで、地域経済活性化と雇用の維持・創出が期待されるが、
桑名市はまだ観光客を受け入れる環境が十分ではない。
・桑名市は県内有数の観光都市であるものの、海外からの観光客は少ない。
【桑名市の強みを活かす】
・地理的優位性や大型レジャー施設がある強みを活かす。

短期施策の繰返しによる実績で効果が表れる政策

●全国の都道府県、市町村の総合戦略は、「幅広い分野を包括」し、「同じような戦略」を示す傾向であるが、桑名市総合戦略
は、政策を絞り込んだ戦略としていきたい。
●今までの政策を新しい総合計画に沿って見直し、桑名市の持つ可能性を伸ばし、強みを活かす戦略としていきたい。

緩上昇効果策

ウエーブ上昇効果策
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日 時 策定推進本部会 創生会議(有識者会議) 議会報告

平成27年5月19日 第１回推進本部会議

平成27年5月29日 第１回創生会議

6月

平成27年7月21日 第２回推進本部会議

平成27年7月28日 第２回創生会議

8月中旬 議会報告

平成27年8月18日 第３回推進本部会議

平成27年8月24日 第３回創生会議

9月

10月中旬 議会報告

平成27年10月20日 第４回推進本部会議

平成27年10月28日 第４回創生会議

11月

策定については、部長会出席者で構成する「策定推進本部会議（庁内会議）」と、その会議の翌週に開催予定の「地方創生

会議(有識者会議)」で審議・検討し、三重大学と連携しながら策定を進める。

桑名市人口ビジョン及び桑名市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略を桑名市職員一体となっ
て取り組むために設置された本部

庁内

桑名市まち・ひと・しごと
創生総合戦略策定推進本部

まち・ひと・しごと創生を効果的・効率的に計
画し、推進していくために、産業界・行政機
関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア

(産官学金労言)等で構成する有識者会議庁

内

桑名市地方創生会議

策定スケジュールについて

完 成 ・ 公 表 ７



桑名市人口ビジョンの構成について

●国に「長期ビジョン」や、県の「三重県人口ビジョン」を勘案しつつ、桑名市の人口の現状を分析し、目指すべき

将来の方向と人口の将来展望を提示する。

●対象期間は、「長期ビジョン」の期間の２０６０年 平成７２年を基本。

１．人口の現状分析

ア 人口動向分析
時系列の状況分析

総人口、年齢３区分別人口、出生数、死亡数、転
入数、転出数など

イ 将来人口の推計と分析
・出生率や移動率などについて仮定地を変えた
総人口推計の比較
・将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響
度の分析

ウ 人口の変化が地域の将来に
与える影響の分析・考察

２．人口の将来展望

ウ 人口の将来展望

ア 将来展望に必要な調査・分析
桑名市民の結婚・出産・子育てや移住に関する意識・希望等

イ 目指すべき将来の方向
・目指すべき将来の方向性
・桑名市民の希望を実現するための基本的な施策の方向性

自然増減
希望出生率にもとづく出生率等

総人口や年齢３区分人口等の将来展望

社会増減
移住希望にもとづく移動率等

参考資料１‐１
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総合計画における人口推計について

●人口・将来人口 ～ 少子高齢化の進展、推計では平成29年をピークに人口減少 ～

９

桑名市の人口は、市の発展とともに、自然増に加えて市外からの転入などによる社会増により増加してきました。

将来の人口について推計した結果をみると、平成29 年に141,500 人程度にまで増加した後、減少していくとみられます。

年齢別に人口をみると、すでに、15 歳未満と15 ～ 64 歳未満の人口は年々減少し、65 歳以上人口が増加しています。

※桑名市人口ビジョンにつきましては現在、国の基準等を勘案し現状分析をおこなっているところです。

※実績値のうち、平成12・17・22 年は総務省「国勢調査」による５年ごとの人口。平成23・24 年は三重県「月別人口調査」による各年の推計人口。
※推計値は、平成24 年の人口を基に、コーホート要因法を用いて推計したもの。

参考資料１‐２



桑名市まち・ひと・しごと創生総合戦略の構成について

●桑名市の人口動向や地域の実情に応じた、まち・ひと・しごと創生に関する目標や施策の方向、具体的な施策をまとめる。

●対象期間は、平成２７年度から５年間の計画。

１．基本目標
桑名市における人口の現状と将来の展望(桑名市人口ビジョン)を踏まえたうえで、政策の分野ごとに戦略の基本目標を設定します。

(例) ●桑名を次世代、若い世代の人たちが「暮らしたい」と思う、魅力あふれるまちとする。 市外からの転入者数：●●人

(例) ●外国人観光客も含めた誘客を進めていく。 市内訪日外国人消費額●●円

３．具体的な施策と重要業績評価指標(ＫＰＩ)

政策分野ごとに、それぞれの地域の実情に応じながら計画期間(５年間)のうちに実施する施策を記載。
政策分野ごとに５年後の基本目標を設定する。客観的指標の設定。

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・

数値目標

２．基本的方向
基本目標の達成に向けてどのような政策を推進していくのか。政策推進の基本的方向。

(例) ●トータルで、まちのさらなる魅力アップを図るブランド推進に関する政策に取り組む。
(例) ●観光資源のさらなる魅力アップと情報の発信による観光政策に取り組む。

数値目標

Ｋ Ｐ Ｉ

参考資料２

Ｋ Ｐ Ｉ Ｋ Ｐ Ｉ
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